
　
　
　

　

自
筆
で
作
成
し
た
遺
言
書

（
自
筆
証
書
遺
言
書
）
を
１
件

３
９
０
０
円
で
法
務
局
に
預
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
①

法
務
局
に
自
筆
証
書
遺
言
書
を

預
け
る
こ
と
で
紛
失
、
改
ざ
ん

の
恐
れ
が
な
く
な
る
こ
と
、
②

相
続
開
始
後
に
家
庭
裁
判
所
に

よ
る
遺
言
書
の
検
認
手
続
が
不

要
と
な
る
こ
と
、
③
遺
言
者
が

亡
く
な
っ
た
際
、
生
前
に
指
定

し
て
い
た
者
に
対
し
て
法
務
局

か
ら
相
続
が
発
生
し
た
こ
と
を

通
知
で
き
る
こ
と
で
す
。
特
に

③
に
つ
い
て
は
、
公
正
証
書
遺

言
に
は
な
い
制
度
で
あ
り
、
こ

の
通
知
に
よ
っ
て
、
相
続
人
が

遺
言
書
の
存
在
を
知
ら
ず
に
相

続
手
続
を
進
め
て
し
ま
う
恐
れ

が
な
く
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

札
幌
法
務
局
日
高
支
局
総
務
係

☎
０
１
４
６
・
４
２
・
０
４
１
５

　

北
海
道
内
の
事
業
場
で
働
く

す
べ
て
の
労
働
者
（
会
社
員
、

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
、

学
生
さ
ん
な
ど
働
く
す
べ
て
の

人
）
及
び
そ
の
使
用
者
に
適
用

さ
れ
る
北
海
道
最
低
賃
金
が
次

の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

・
最
低
賃
金
時
間
額

　

９
２
０
円

・
効
力
発
生
年
月
日　

　

令
和
４
年
10
月
２
日

○
最
低
賃
金
に
は
、
精
皆
勤
手

当
、
通
勤
手
当
、
家
族
手
当
、

臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
及
び

時
間
外
等
割
増
賃
金
は
算
入
さ

れ
ま
せ
ん
。

○
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を

支
払
わ
な
い
場
合
は
、
最
低
賃

金
法
違
反
と
し
て
処
罰
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
特
定
の
産
業
（「
処
理
牛
乳
・

乳
飲
料
、
乳
製
品
、
糖
類
製
造

業
」、「
鉄
鋼
業
」、「
電
子
部
品
・

デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、
電
気

機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器

具
製
造
業
」
、
「
船
舶
製
造
・
修

理
業
、
船
体
ブ
ロ
ッ
ク
製
造
業
」
）

で
働
く
方
に
は
、
北
海
道
の
特

定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

北
海
道
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
１
１
・
７
０
９
・
２
３
１
１

　

と
ま
こ
ま
い
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
働
き
た
い
と
思

わ
れ
て
い
る
方
に
向
け
た
就
労
自

立
支
援
施
設
で
す
。
そ
の
他
就
職

相
談
も
歓
迎
で
す
。

　

「
働
き
た
い
」
を
応
援
す
る
無

料
出
張
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

・
日
時　

10
月
25
日
（
火
）

　

13
時
30
～
15
時
（
先
着
順
・
予
約
可
）

・
対
象　

お
お
む
ね
15
歳
か
ら
49

歳
の
方
、
ご
家
族

・
場
所　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
静
内
分
室

　

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ
ピ
ュ
ア
３
階

・
内
容　

就
労
相
談
・
就
労
体
験
ほ
か

●
お
問
い
合
わ
せ
先

と
ま
こ
ま
い
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
１
４
４
・
８
４
・
８
６
７
０

○
道
が
行
っ
た
業
務
や
制
度
の
内

容
を
審
査
す
る
制
度
が
、「
北
海

道
苦
情
審
査
委
員
」
制
度
で
す
。

○
皆
さ
ん
自
身
の
利
害
に
関
す

る
苦
情
で
あ
れ
ば
、
苦
情
審
査

委
員
に
申
立
て
が
で
き
ま
す
。

○
皆
さ
ん
に
代
わ
っ
て
、
苦
情

審
査
委
員
が
公
正
で
中
立
的
な

立
場
か
ら
、
道
の
関
係
機
関
に

対
し
、
必
要
な
調
査
等
を
行
い

ま
す
。

○
審
査
の
結
果
、
道
の
業
務
に

不
備
な
点
や
制
度
に
問
題
が
あ

る
と
き
は
、
道
の
機
関
に
是
正

や
改
善
を
求
め
ま
す
。

○
も
ち
ろ
ん
、
個
人
情
報
の
保

護
に
も
十
分
配
慮
し
ま
す
。

①
苦
情
申
立
て
の
窓
口
は
、
道

庁
の
道
政
相
談
セ
ン
タ
ー
又
は

各
総
合
振
興
局
（
振
興
局
）
の

総
務
課
で
す
。

②
苦
情
申
立
書
及
び
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

③
道
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
で
も
申

立
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.

h
o
k
k
a
i
d
o
.
l
g
.
j
p
/

s
s
/
d
s
c
/
k
u
j
y
o
u
-

mousitate.html

④
苦
情
申
立
書
等
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
苦
情
申
立
て
の
窓

口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー

ル
で
も
申
立
て
が
で
き
ま
す
。

※
電
話
や
匿
名
で
の
申
立
て
は

受
け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

⑤
お
問
い
合
わ
せ
先

●
北
海
道
総
合
政
策
部
知
事
室

道
政
相
談
セ
ン
タ
ー

・
Ｔ
Ｅ
Ｌ

　

０
１
１
・
２
０
４
・
５
５
２
３

・
Ｆ
Ａ
Ｘ

　

０
１
１
・
２
４
１
・
８
１
８
１

・
メ
ー
ル

　

k
u
j
y
o
u
.
k
o
u
e
k
i
@
p
r
e
f
.

hokkaido.lg.jp

　

新
冠
町
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
、
町
民
の
皆
さ
ま
の
心
配
ご
と

や
困
り
ご
と
に
つ
い
て
相
談
窓
口

を
常
設
し
て
い
ま
す
が
、
偶
数
月

に
は
専
門
の
相
談
員
に
よ
る
面
接

相
談
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
面
接
相
談
日
は
次
の

日
程
で
開
設
し
ま
す
の
で
、
ご

相
談
の
あ
る
方
は
ご
来
所
い
た

だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
先
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ご
要
望
に
応
じ
て
ご
自
宅
な

ど
で
の
相
談
も
可
能
で
す
。

○
日　

時　

10
月
26
日
（
水
）

　

10
時
～
15
時

○
場　

所　

町
社
会
福
祉
協
議
会

○
相
談
員　

奥
山　

徳
男　

氏

○
相
談
料　

無
料

●
お
問
い
合
わ
せ
先

新
冠
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
１
４
６
・
４
７
・
２
１
３
０

セ
ン
タ
ー
開
設
日

10
月-

17
日
（
月
）・
19
日
（
水
）

　
　
　

24
日
（
月
）・
26
日
（
水
）

　
　
　

31
日
（
月
）

11
月-

２
日
（
水
）・
７
日
（
月
）

　
　
　

９
日
（
水
）・
14
日
（
月
）

　
　
　

16
日
（
水
）・
21
日
（
月
）

相
談
は
予
約
制
で
す
。
相
談
を
希
望

さ
れ
る
方
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

・
相
談
時
間　

13
時
～
15
時

・
予
約
受
付　

10
時
～
16
時
（
平
日
）

●
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ
先

ひ
だ
か
弁
護
士
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
４
６
・
４
２
・
８
３
７
３

せ

コ

ナ

ー

ー

知

お

ら

日
高
弁
護
士
相
談
セ
ン
タ
ー

O A・文具
リバティーはしもと

あなたの町のカー&ライフサポーター！！

TEL. (47)-2820

株式会社　伊藤商会

ココロも満タンに

新冠SS (47)-3830新和SS (47)-5011

み
ん
な

チ
ェ
ッ
ク
！
最
低
賃
金

赤い羽根共同募金運動
　赤い羽根共同募金運動が

10 月１日から 12 月 31 日の

期間で行われています。

　寄せられた募金は高齢者、

子ども、障がい者などを対象

とした幅広い福祉活動のため

に役立られます。協力の方法

は町内各所の募金箱や寄付金

付きのバッチ、クリアファイ

ルなどにより募金できますの

でご協力をお願いします。

●問い合わせ先

　新冠町共同募金委員会

　☎ 0146・47・2130

自衛隊札幌地方協力本部
静内分駐所

（TEL）0146-44-2855

平日 10：00～16：00（12：00～13：00を除く）
0146-42-8373相談予約

ダイヤル

無料
面談
電話完全

自
筆
証
書
遺
言
書
を

法
務
局
で
預
か
り
ま
す

心
配
ご
と

相
談
員
に
よ
る

面
接
相
談

働
き
た
い
方
の
た
め
の

出
張
相
談
会

知
っ
て
ま
す
か
？

道
の
苦
情
審
査
委
員
制
度

～古布を集めています～

　ご自宅に古シーツや古着な

どの布製品がありましたら、

老人ホーム恵寿荘・新冠町社

会福祉協議会にご持参くださ

い。

●問い合わせ先

　老人ホーム恵寿荘

　☎ 0146・47・2355

　新冠町社会福祉協議会

　☎ 0146・47・2130
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